
     

【その他の要件（作業実施方法等）の作成例】 

（排水管の清掃作業及び排水管の清掃作業に用いる機械器具 

その他の設備の維持管理の方法を記載した書面） 

 

「作業実施方法等」は、厚生労働省告示第 117 号の内容（◎で表記）を含めて作成し

てください。ただし、告示の文言を必ず含んだ上、点線で示す部分には貴営業所の具体

的な作業実施方法も記載する必要があります。その他、注意事項等を    に示して

ありますので、参考にしてください。なお、同様の内容を含んでいれば、既存の貴営業

所のマニュアル等でも構いません。 

 

 

作業実施方法等 

会社名            

 

Ⅰ 作業班編成 

作業班名 監督者 使用する機械器具 

   

   

 

 

登録されている監督者を含めてください。1班体制でも構いません。 

（例 1） 

作業班名 監督者 使用する機械器具 

1 班 建築 太郎 高圧洗浄機、高圧ホース、洗浄ノズル 等 

2 班 建物 花子  ワイヤ式管清掃機、空圧式管清掃機 等 

（例 2） 

作業班名 監督者 使用する機械器具 

山田班 山田 琵留男 高圧洗浄機、内視鏡、排水ポンプ 等 

鈴木班 鈴木 美留子 高圧洗浄機、内視鏡、排水ポンプ 等 

高橋班 高橋 尾瑠人 高圧洗浄機、内視鏡、排水ポンプ 等 

 

 

Ⅱ 作業手順 

１ 作業工程（排水管清掃の効果の確認方法に関する事項を含む） 

◎（告示第 117 号 第六の一） 

排水管の清掃は、排水管の管径、長さ及び材質並びに排水の種類に応じ、適切な

方法により行う。 

◎（告示第 117 号 第六の二） 

排水管の清掃の前後における排水管内部の閉塞の状況を内視鏡により点検し、清

掃の効果を確認する。 

ポイント 

ポイント  



     

◎（告示第 117 号 第六の三） 

敷地内のマンホールを開放して作業を行う場合は、安全標識を使用する等、十分

な安全対策を講ずる。 

◎（告示第 117 号 第六の四） 

排水管の清掃終了後、掃除口周辺の清掃を行い、排水管の継ぎ目等から漏水がな

いこと、トラップの封水が適切に保たれていること等を確認する。 

 

具体的な作業工程 

（例 1）                  （例 2） 

１） ○○○ 

２） ○○○ 

３） ○○○ 

４） ・・・・・ 

 

 

                         ・・・・・・ 

 

 

排水管清掃作業について、貴営業所の具体的な作業工程を記述してください（点線内）。 

 

 

 ２ 機械器具等の点検の方法 

◎（告示第 117 号 第六の五） 

排水管の清掃作業を行うための機械器具その他の設備について、定期に点検し、

必要に応じ、整備又は修理を行う。 

具体的な点検方法 

 

 

 

 

点検頻度も記述してください。 

 

 

３ 保管庫の管理責任者の氏名 

   管理責任者氏名  ○ ○ ○ ○ 

 

 

監督者である必要はありません。 

 

 

 

ポイント 

ポイント 

ポイント 



     

４ 作業報告作成の手順 

具体的な作成手順 

 

 

 

 

 

清掃作業後の報告書の作成手順及び報告書の記載内容を、具体的に記述してください。 

(例) 清掃作業終了後、次の内容を含む報告書を作成し、発注者に提出する。 

  ・設備等点検診断結果書  ・作業内容  ・監督者名等  ・作業後の漏水等点検結果 

  ・清掃前後の排水管内部の写真 

この際、控えを作成し保存する。 

 

 

Ⅲ 業務を委託する際の手順及び委託した業務の実施状況の把握方法 

 

◎（告示第 117 号 第六の六） 

排水管の清掃作業及び排水管の清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管

理は、原則として自ら実施する。これらの業務を他の者に委託する場合は、あらか

じめ、受託者の氏名等を建築物維持管理権原者に通知するとともに、受託者から業

務の実施状況について報告を受けること等により、受託者の業務の方法が告示 117

号第六の一から五までに掲げる要件を満たしていることを常時把握する。 

 

（業務を委託しない場合） 

（例）自社にて実施するので委託はなし。 

 

（業務を委託する場合）  

（例）基本的に自社にて実施する。ただし、以下のとおり委託する場合がある。 

１ 委託を受ける者の氏名等 

(1) 委託を受ける者の氏名（法人にあっては名称）：○○株式会社 

(2) 委託をする業務の範囲：排水管清掃作業全般、等 

(3) 業務を委託する期間：１年間、繁忙期のみスポット契約 等 

２ 建築物の所有者等への通知の方法 

 建築物の所有者に対して、事前に文書をもって通知する 

３ 業務の実施状況の把握方法 

    実施報告書の確認及び当社の監督者の立会いを実施する 

 

 

「委託はなし。」と書かれていても、実際には委託されている場合が見受けられます。少しで

も委託する可能性があるなら、委託する場合の書き方で記述してください。 

作業員の一部が、協力会社から参加する場合は委託ではありません。 

ポイント 

ポイント 



     

２について：１の(1)～(3)を、建築物の維持管理について権原を有する者に、事前に通知する

方法を記述してください。 

3 について：委託を受ける者も、告示第 117 号第六の一から五に掲げる要件を満たしている

作業方法で行わなくてはなりません。作業が実施されていることを把握する方法を記述してくだ

さい。 

 

 

Ⅳ 苦情及び緊急の連絡に対する体制 

 

 

◎（告示第 117 号 第六の七） 

建築物維持管理権原者又は建築物環境衛生管理技術者からの排水管の清掃作業及

び排水管の清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理に係る苦情及び緊急

の連絡に対して、迅速に対応できる体制を整備する。 

 

具体的な連絡体制等 

（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

迅速に対応する体制がとられているかを確認するものなので、簡潔に図などで示してください。 

最後に発信元に戻る体制にしてください。 

個人の携帯電話の番号は記載しないでください。 

平日と休日・夜間で連絡先が異なる場合は、その連絡先もご記載ください。 

現場に直行 

ポイント 

維持管理権原者 

管理技術者 

（現場・発信元） 

営業所 

（電話番号） 
監督者 

（休日・夜間も連絡可） 


